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東京電力福島第一原発の緊急作業従事者への健康管理対策  
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１  趣旨・目的  

東京電力福島第一原子力発電所（以下、「第一原発」という。）においては、

現在、放射線の拡散防止に全力で取り組んでいるが、これまで緊急作業に従事

している労働者が被ばくする事故も発生しており、また作業期間の長期化に伴

い、労働者の被ばく線量の増加による健康への影響が懸念されている。  

こうした中、平成２３年５月１７日に原子力災害対策本部において決定され

た「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」において、「被ばく線量

の管理、臨時の健康診断の徹底」、「作業届の提出による労働者の被ばく管理等

の確認」及び「データベースの構築による健康管理」を掲げ、第一原発におけ

る労働者の健康管理の強化に政府として全力を挙げて取り組むこととなった

ところである。  

これを受け、第一原発において緊急作業に従事した労働者の作業内容、被ば

く線量、健康診断結果等のデータを蓄積する被ばく管理データベースを適切に

運用し、当該労働者からのデータ照会や、健康相談等に活用する。  

また、当該労働者の長期的な健康管理を着実に実施するため、一定の被ばく

線量を超えた離職者等に対する健康診断等の実施を支援する。  

 

２  事業内容  

○  第一原発の緊急作業従事者への被ばく防護措置等について立入調査等に  

よる適切な指導等を行う。  

 

○  被ばく線量等管理データベースを運用し、緊急作業従事者に対する健康相  

談・保健指導や、一定の被ばく線量を超えた者のがん検診等を実施する。  
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